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(57)【要約】
【課題】超音波診断装置において、診断者による超音波
診断が正確に精度よく実施できること。
【解決手段】超音波診断装置１０は、高音圧超音波の送
信から低音圧超音波の送信に切り換え後、低音圧超音波
の送信によるエコー信号のうち前半部分のエコー信号を
基に第１色相の第１断面画像を生成すると共に後半部分
のエコー信号を基に第２断面画像を生成し、第１断面画
像の輝度値より第２断面画像の輝度値の方が大きい画素
が第２色相で、第１断面画像の輝度値より第２断面画像
の輝度値の方が小さい画素が第１色相の第３断面画像を
生成する画像生成回路２２及び表示画像生成回路２３と
、第１断面画像を表示すると共に、第３断面画像を第１
断面画像上に重ねて表示するディスプレイ１４と、を有
する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
造影剤バブルが投与された被検体に対して超音波を送信し、前記超音波に基づくエコー信
号を受信する超音波プローブと、
前記超音波プローブに、前記造影剤バブルを崩壊させる程度の高音圧超音波を送信させる
と共に、前記造影剤バブルを破壊させない程度の低音圧超音波を送信させ、前記エコー信
号を受信させる送受信手段と、
前記高音圧超音波の送信と前記低音圧超音波の送信とが交互に切り替わるように前記送信
手段を制御する制御手段と、
前記高音圧超音波の送信から前記低音圧超音波の送信に切り換え後、前記低音圧超音波の
送信によるエコー信号のうち前半部分のエコー信号を基に生成される第１断面画像に基づ
く画素と、後半部分のエコー信号を基に生成される第２断面画像に基づく画素とを弁別可
能に表示する表示手段と、
を有することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
前記第１断面画像を第１色相によって生成すると共に、前記第１断面画像の輝度値より前
記第２断面画像の輝度値の方が大きい画素が第２色相で、前記第１断面画像の輝度値より
前記第２断面画像の輝度値の方が小さい画素が前記第１色相の第３断面画像を生成する生
成手段をさらに有し、
前記表示手段は、前記第３断面画像を前記第１断面画像上に重ねて表示する構成とするこ
とを特徴とする請求項１に記載の超音波診断装置。
【請求項３】
前記生成手段は、前記前半部分のエコー信号としてのフレーム群に相当するエコー信号の
うち、最初のフレームに相当するエコー信号を基に前記第１断面画像を生成する構成とす
ることを特徴とする請求項２に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
前記生成手段は、前記前半部分のエコー信号としてのフレーム群に相当するエコー信号を
基に断面画像群を生成し、前記断面画像群に対して画素毎に輝度値保持演算を施すことに
よって前記第１断面画像を生成する構成とすることを特徴とする請求項２に記載の超音波
診断装置。
【請求項５】
前記生成手段は、前記前半部分のエコー信号としてのフレーム群に相当するエコー信号の
うち、最後のフレームに相当するエコー信号を基に前記第１断面画像を生成する構成とす
ることを特徴とする請求項２に記載の超音波診断装置。
【請求項６】
前記生成手段は、前記前半部分を、造影剤を投与する前に視認される組織像を識別するた
めに用いられる組織からのエコー信号を多く含む時間帯とする構成とすることを特徴とす
る請求項２乃至５のうちいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項７】
前記第３断面画像を前記第１断面画像に重ねて表示するか否かの判定を前記第１断面画像
の輝度から得られる閾値によって判定する手段をさらに有することを特徴とする請求項２
乃至６のうちいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項８】
前記生成手段は、前記第３画像を、前記第１画像からの差分によって再構成する構成とす
ることを特徴とする請求項２乃至７のうちいずれか一項に記載の超音波診断装置。
【請求項９】
造影剤バブルが投与された被検体に対して超音波を送信し、前記超音波に基づくエコー信
号を受信する超音波プローブと、
前記超音波プローブに、前記造影剤バブルを崩壊させる程度の高音圧超音波を送信させる
と共に、前記造影剤バブルを破壊させない程度の低音圧超音波を送信させる送信手段と、
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前記高音圧超音波の送信と前記低音圧超音波の送信とが交互に切り替わるように前記送信
手段を制御する制御手段と、
前記低音圧超音波の送信から前記高音圧超音波の送信への切り換え直前のフレームに対応
するエコー信号を基に第４断面画像を生成すると共に前記高音圧超音波の送信から前記低
音圧超音波の送信への切り換え直後のフレームに対応するエコー信号を基に第５断面画像
を生成する生成手段と、
前記第４断面画像と前記第５断面画像との輝度値の差分演算によって第６断面画像を生成
する演算手段と、
前記第４断面画像、前記第５断面画像及び前記第６断面画像のうち少なくとも１つを表示
する表示手段と、を有することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項１０】
前記第４断面画像及び前記第５断面画像、又は前記第６断面画像の輝度値を計測する手段
をさらに有し、前記表示手段は、前記輝度値を基に前記高音圧超音波の送信によって消失
した前記造影剤バブルの輝度値を数値又は色相によって識別可能に表示する構成とするこ
とを特徴とする請求項９に記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
前記第５断面画像の中から前記高音圧超音波の送信によって前記造影剤バブルが消失した
領域を検出する手段をさらに有し、前記表示手段は、前記領域を数値又は色相によって識
別可能に表示する構成とすることを特徴とする請求項９に記載の超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波造影剤を用いて行なう造影エコー法において、組織信号の残存を分別
し、血流由来の信号を確実に診断情報として提示することが可能な超音波診断装置に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置では、超音波プローブを体表から当てるだけの簡単な操作で心臓の拍動
や胎児の動きの様子がリアルタイム表示で得られ、かつ安全性が高いため繰り返して検査
が行なえる。また、超音波診断装置では、Ｘ線診断装置、Ｘ線ＣＴ（ｃｏｍｐｕｔｅｒｉ
ｚｅｄ　ｔｏｍｏｇｒａｐｈｙ）、ＭＲＩ（ｍａｇｎｅｔｉｃ　ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　ｉ
ｍａｇｉｎｇ）等の診断機器に比べてシステムの規模が小さいので、装置をベッドサイド
まで移動して検査することも容易に行なえるなど簡便である。さらに、超音波診断装置は
、Ｘ線診断装置等のように被曝の影響がないので、産科や在宅医療等においても使用する
ことができる。
【０００３】
　近年、静脈投与型の超音波造影剤が製品化され、造影エコー法が行なわれるようになっ
てきている。この手法は、例えば、心臓及び肝臓等の検査で静脈から超音波造影剤を注入
して血流信号を増強し、血流動態の評価を行なうことを目的としている。造影剤の多くは
微小気泡（マイクロバブル）が反射源として機能するものである。気泡というデリケート
な基材の性質上、通常の診断レベルの超音波送信であっても、その機械的作用によって気
泡は壊れ、結果的にスキャン面からのエコー信号強度は低下してしまう。従って、環流の
動的な様子をリアルタイムに観察するためには、低音圧超音波の送信によって画像化する
等、スキャンによる気泡の崩壊を比較的低減させることが必要となってくる。この様な低
音圧超音波の送信による画像化はＳ／Ｎ（ｓｉｇｎａ　ｔｏ　ｎｏｉｓｅ）も低下してし
まうため、それを補うための種々の信号処理法も考案されている。
【０００４】
　また、造影剤気泡が崩壊するという特徴を生かし、以下のような手法が考案されている
。すなわち、第１に、低音圧超音波の送信の下でスキャン断面に充満していく気泡の動態
を観察し、第２に、高音圧超音波の送信に切り替えて、断面内（厳密には照射体積内）の
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気泡を崩壊させ、第３に、再び断面内に流入していく気泡の様子を観察する、という手法
である。この手法は再環流（ｒｅｐｌｅｎｉｓｈｍｅｎｔ）法と呼ばれている（例えば、
特許文献１参照。）。
【０００５】
　再環流法では、低音圧照射下でスキャン断面に充満していく様子は気泡を含んだ血流の
動態を観察するのに適しているが、気泡崩壊後に流入してくる気泡の量は微量であること
が多く、特に微細な血管を流れる気泡の数は非常に疎らなため、血管構造を十分に可視化
できない場合も起こり得る。この問題を解決するため、再還流中の画像の輝度値に対して
輝度値保持演算を実行して、微細な血管を再構成する画像処理法も考案されている（例え
ば、特許文献２参照。）。
【０００６】
　また、再環流法では、前記重畳表示に際して画像再構成中に臓器又は超音波プローブが
動いてしまうと、生成される画像にもブレが生じるという問題がある。そこで、各フレー
ムで、全体の動きの成分を求めそれを補正してから重畳させるという最前案も考案されて
いる（例えば、特許文献３参照。）。
【特許文献１】特開平１１－１５５８５８号公報
【特許文献２】特開２００４－３２１６８８号公報
【特許文献３】特開２００７－３３０７６４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従来の超音波診断装置を用いて気泡を観察する場合、気泡からの特有の信号である高調
波成分を選択的に抽出して映像化する非線形信号処理法、例えばハーモニックイメージン
グ等が用いられる。その方法により、組織信号が除去されるため、血流量に相関した情報
を輝度情報として知ることが可能となる。しかしながら、非線形信号処理法を用いても組
織信号は完全に除去はされないことが知られている。これは組織からもある程度の非線形
信号が発生することによる。特に肝硬変や脂肪肝の場合、組織信号の残存は増大するため
、画像中の輝度が気泡によるものか組織によるものかの判断が困難となる。
【０００８】
　例えば、肝臓の超音波画像の場合、造影剤投与前にも関わらず組織からの非線形信号が
残存するケースとして、もとより反射信号の大きい横隔膜等が挙げられる。しかし、肝臓
組織内の腫瘤性病変においても、同様の信号残存が起こる場合が多い。この状態で造影剤
を投与した場合、腫瘤性病変は、造影剤が流入して輝度が上昇したのか、又は投与前から
の輝度を保持しているのかが判別が困難となる。
【０００９】
　本発明は、このような事情を考慮してなされたもので、診断者による超音波診断が正確
に精度よく実施できる超音波診断装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係る超音波診断装置は、上述した課題を解決するために、造影剤バブルが投与
された被検体に対して超音波を送信し、前記超音波に基づくエコー信号を受信する超音波
プローブと、前記超音波プローブに、前記造影剤バブルを崩壊させる程度の高音圧超音波
を送信させると共に、前記造影剤バブルを破壊させない程度の低音圧超音波を送信させ、
前記エコー信号を受信させる送受信手段と、前記高音圧超音波の送信と前記低音圧超音波
の送信とが交互に切り替わるように前記送信手段を制御する制御手段と、前記高音圧超音
波の送信から前記低音圧超音波の送信に切り換え後、前記低音圧超音波の送信によるエコ
ー信号のうち前半部分のエコー信号を基に生成される第１断面画像に基づく画素と、後半
部分のエコー信号を基に生成される第２断面画像に基づく画素とを弁別可能に表示する表
示手段と、を有する。
【００１１】
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　また、本発明に係る超音波診断装置は、上述した課題を解決するために、造影剤バブル
が投与された被検体に対して超音波を送信し、前記超音波に基づくエコー信号を受信する
超音波プローブと、前記超音波プローブに、前記造影剤バブルを崩壊させる程度の高音圧
超音波を送信させると共に、前記造影剤バブルを破壊させない程度の低音圧超音波を送信
させる送信手段と、前記高音圧超音波の送信と前記低音圧超音波の送信とが交互に切り替
わるように前記送信手段を制御する制御手段と、前記低音圧超音波の送信から前記高音圧
超音波の送信への切り換え直前のフレームに対応するエコー信号を基に第４断面画像を生
成すると共に前記高音圧超音波の送信から前記低音圧超音波の送信への切り換え直後のフ
レームに対応するエコー信号を基に第５断面画像を生成する生成手段と、前記第４断面画
像と前記第５断面画像との輝度の差分演算によって第６断面画像を生成する演算手段と、
前記第４断面画像、前記第５断面画像及び前記第６断面画像のうち少なくとも１つを表示
する表示手段と、を有する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明に係る超音波診断装置によると、診断者による超音波診断が正確に精度よく実施
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明に係る超音波診断装置の実施形態について、添付図面を参照して説明する。
【００１４】
（第１実施形態）
　図１は、第１実施形態の超音波診断装置の構成を示す概略図である。
【００１５】
　図１は、第１実施形態の超音波診断装置１０を示す。その超音波診断装置１０は、大き
くは、超音波プローブ１１、装置本体１２、操作パネル１３及びディスプレイ１４によっ
て構成される。
【００１６】
　超音波プローブ１１は、装置本体１２からの駆動パルスを基に患者（被検体）Ｐのスキ
ャン領域に対して超音波パルスを送信すると共に、送信された超音波パルスに対応するエ
コーを受信して電気信号に変換する圧電振動子群を有する。超音波プローブ１１の圧電振
動子群からスキャン領域に超音波パルスが送信されると、その超音波パルスによって形成
される超音波ビームは、体内組織の音響インピーダンスの不連続面で次々と反射される。
その反射されたエコーを圧電振動子群によって受信する。受信されたエコーは圧電振動子
群にてエコー信号に変換される。エコー信号の振幅は、反射することになった不連続面に
おける音響インピーダンスの差に依存する。また、移動している血流や心臓壁等の表面で
反射された場合、送信された超音波パルスに対応するエコーは、ドプラ効果により移動体
の超音波送信方向の速度成分を依存して、周波数偏移を受ける。
【００１７】
　装置本体１２は、送受信回路２１、画像生成回路（検波回路）２２、表示画像生成回路
２３、画像メモリ２４、ＣＰＵ（ｃｅｎｔｒａｌ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｕｎｉｔ）２
５、内部記憶装置２６、ＩＦ（ｉｎｔｅｒ　ｆａｃｅ）２７及び外部記憶装置２８を備え
る。なお、第１実施形態では、送受信回路２１、画像生成回路２２及び表示画像生成回路
２３は、集積回路として構成されるものとして説明するが、それら全部又は一部はソフト
ウェア的にモジュール化されたソフトウェアプログラムの実行によって機能されるもので
あってもよい。
【００１８】
　送受信回路２１は、図示しないトリガ発生回路、遅延回路（ディレイライン）、パルサ
回路、アンプ、Ａ／Ｄ（ａｎａｌｏｇ　ｔｏ　ｄｉｇｉｔａｌ）変換回路及び加算回路を
有する。
【００１９】
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　パルサ回路は、所定のレート周波数ｆｒ　Ｈｚ（周期；１／ｆｒ秒）で、送信超音波を
形成するためのレートパルスを繰り返し発生する。
【００２０】
　送信遅延回路は、超音波をチャンネル毎にビーム状に集束し、かつ、送信指向性を決定
するのに必要な遅延時間を各レートパルスに与える。
【００２１】
　トリガ発生回路は、レートパルスに基づくタイミングで、超音波プローブ１１の圧電振
動子に駆動パルスを印加する。
【００２２】
　アンプは、超音波プローブ１１を介して受信されるエコー信号をチャンネル毎に増幅す
る。アンプによって増幅されるエコー信号は、遅延回路によって、受信指向性を決定する
のに必要な遅延時間が与えられる。
【００２３】
　Ａ／Ｄ変換回路は、遅延回路から出力されるエコー信号をデジタル信号に変換する。
【００２４】
　加算回路は、デジタルのエコー信号に対して加算処理を行なう。加算回路による加算に
よってエコー信号の受信指向性に応じた方向からの反射成分が強調され、受信指向性と送
信指向性とにより超音波送受信の総合的なビームが形成される。
【００２５】
　画像生成回路２２は、送受信回路２１の受信回路から出力されるエコー信号に対して対
数増幅及び包絡線検波処理等を施し、エコー信号強度が輝度値（明るさ）で表現される断
面画像（Ｂモード画像）を生成する。さらに、画像生成回路２２は、断面画像を基に、後
述する基準画像、再環流画像及び輝度値保持画像を生成する。
【００２６】
　表示画像生成回路２３は、ＤＳＣ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｓｃａｎ　ｃｏｎｖｅｒｔｅｒ）
、ＲＧＢ（ｒｅｄ　ｇｒｅｅｎ　ｂｌｕｅ）変換回路及びＤ／Ａ（ｄｉｇｉｔａｌ　ｔｏ
　ａｎａｌｏｇ）変換回路等によって構成される。表示画像生成回路２３は、画像生成回
路２２から出力されるＢモード画像や血流画像と各種パラメータとを合成して表示画像を
生成して、ディスプレイ１４に出力する。
【００２７】
　画像メモリ２４は、画像生成回路２２から出力される断面画像、基準画像、再環流画像
及び輝度値保持画像のデータを格納する記憶メモリから成る。画像メモリ２４に記憶され
るデータは、例えば診断の後に操作者が呼び出すことが可能となっており、静止画的に、
あるいは複数枚を使って動画的に再生することが可能である。また、画像メモリ２４は、
画像生成回路２２の要求によって記憶するデータを画像生成回路２２に出力する。
【００２８】
　ＣＰＵ２５は、半導体で構成された電子回路が複数の端子を持つパッケージに封入され
ている集積回路（ＬＳＩ）の構成をもつ制御装置である。ＣＰＵ２５は、内部記憶装置２
６に記憶しているプログラムを実行する機能を有する。又は、ＣＰＵ２５は、外部記憶装
置２８に記憶しているプログラム、ネットワークＮから転送されＩＦ２７で受信されて外
部記憶装置２８にインストールされたプログラムを、内部記憶装置２６にロードして実行
する機能を有する。
【００２９】
　内部記憶装置２６は、ＲＯＭ（ｒｅａｄ　ｏｎｌｙ　ｍｅｍｏｒｙ）及びＲＡＭ（ｒａ
ｎｄｏｍ　ａｃｃｅｓｓ　ｍｅｍｏｒｙ）等の要素を兼ね備える構成をもつ記憶装置であ
る。
【００３０】
　ＩＦ２７は、パラレル接続仕様やシリアル接続仕様に合わせたコネクタによって構成さ
れる。ＩＦ２７は、操作パネル１３、病院基幹のＬＡＮ（ｌｏｃａｌ　ａｒｅａ　ｎｅｔ
ｗｏｒｋ）等のネットワークＮ、外部記憶装置２８及び操作パネル１３等に関するインタ
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ーフェースである。装置本体１２によって取得された超音波画像等のデータや解析結果等
は、ＩＦ２７によって、ネットワークＮを介して他の装置に転送可能である。
【００３１】
　外部記憶装置２８は、磁性体を塗布又は蒸着した金属のディスクが読み取り装置（図示
しない）に着脱不能で内蔵されている構成をもつ記憶装置である。
【００３２】
　内部記憶装置２６又は外部記憶装置２８は、スキャンシーケンスや、診断情報（患者Ｉ
Ｄ（ｉｄｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）及び医師の所見等）、診断プロトコル、送受信条件
及びその他のデータ群を格納している。また、内部記憶装置２６又は外部記憶装置２８は
、必要に応じて、画像メモリ２４に一時的に記憶される画像データの保管等にも使用され
る。さらに、内部記憶装置２６又は外部記憶装置２８に記憶されたデータは、ＩＦ２７を
介してネットワークＮ網へ転送することも可能となっている。
【００３３】
　操作パネル１３は、トラックボール、各種スイッチ、ボタン、マウス及びキーボード等
によって構成される。操作パネル１３は、装置本体１２に接続され、操作者（診断者）か
らの各種指示、例えば、関心領域（ＲＯＩ：ｒｅｇｉｏｎ　ｏｆ　ｉｎｔｅｒｅｓｔ）の
設定指示、画質条件設定指示等を装置本体１２に入力する機能を有する。操作者は、操作
パネル１３を介して、超音波プローブ１１から送信される超音波パルスの送信周波数、送
信駆動電圧（音圧）、送信パルスレート、スキャン領域及び高音圧超音波の送信（フラッ
シュ）の指示や、受信条件等を装置本体１２に入力することができる。
【００３４】
　操作パネル１３を用いて操作者によって高音圧超音波の送信が指示されると、予め設定
される低音圧超音波の送信から、同じく予め設定される高音圧超音波の送信に切り替わる
。なお、高音圧超音波の送信から低音圧超音波の送信への復帰は、予め設定される時間間
隔で自動的に行なわれるようになっている。
【００３５】
　ディスプレイ１４は、液晶ディスプレイやＣＲＴ（ｃａｔｈｏｄｅ　ｒａｙ　ｔｕｂｅ
）等によって構成される。ディスプレイ１４は、表示画像生成回路２３からのビデオ信号
に基づいて、画像データを種々のパラメータの文字情報や目盛等と共に表示する機能を有
する。
【００３６】
　（超音波診断装置１０によるスキャンシーケンス）
　超音波診断装置１０が実行する基本的なスキャンシーケンスについて、図２（ａ）及び
（ｂ）を用いて説明する。
【００３７】
　図２（ａ）は、スキャンシーケンスの一例を示す図である。
【００３８】
　図２（ａ）は、造影剤を利用したコントラストエコーにおいて、造影剤バブルを崩壊さ
せる程度の高音圧超音波の送信と、バブルを崩壊さない程度で画像生成用の低音圧超音波
の送信との２種類の音圧による超音波の送信を交互に実行するスキャンシーケンスを示す
。なお、図２（ａ）に示すスキャンシーケンスで用いられる造影剤は、低音圧超音波を送
信しても破壊されずにハーモニック信号を放出し、長時間の映像化が可能な「次世代造影
剤」が好適である。
【００３９】
　図２（ａ）に示すスキャンシーケンスの横軸は時間、縦軸は送信によるバブルへの機械
的作用の度合いを示している。また、各縦ラインは一フレームに関するスキャンを、各縦
ラインの長さは各フレームの送信音圧の機械的作用強度をそれぞれ表している。すなわち
、各縦ラインは、長さが長い（大きい）ほど送信周波数が低く、送信駆動音圧が大きく、
又はその組み合わせとして設定された送信条件に基づいている。よって、長い縦ラインは
高音圧超音波の送信によるスキャン（図２（ａ）では３フレーム分）に、短い縦ラインは
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低音圧超音波の送信によるスキャン（図２（ａ）では１４フレーム分）にそれぞれ対応す
る。なお、一フレームは複数の走査線から構成されることから、一縦ラインは、複数の走
査線に関する数百回のスキャンを象徴的に表したものとなっている。以下、低音圧スキャ
ンによって得られる断面画像を再環流（ｒｅｐｌｅｎｉｓｈｍｅｎｔ）画像という。
【００４０】
　図２（ｂ）は、造影剤バブル（気泡）の数の時系列変化を示す図である。
【００４１】
　図２（ｂ）は、図２（ａ）に示すスキャンシーケンスに従うスキャンを実行した場合の
造影剤バブルの数の時間的変化を示した図である。なお、図２（ｂ）に示す造影剤バブル
の数の時系列変化の横軸（経過時間）は、図２（ａ）に示すスキャンシーケンスの横軸（
経過時間）と対応している。一般に造影剤バブルの数は、エコー信号と正の相関があると
考えられる。従って、図２（ｂ）に示すように、低音圧超音波の送信によるスキャン（図
２（ａ）に示す短い縦ライン）の下では造影剤気泡の崩壊は小さいためスキャン断面内に
流入する気泡数は次第に増加し、長時間の観察では平衡状態に達する。次に、低音圧超音
波の送信から高音圧超音波の送信によるスキャン（図２（ａ）に示す長い縦ライン）に切
り替わると、スキャン断面内の気泡数は急激に崩壊し、１フレーム以上、好ましくは１０
フレーム程度の回数の高音圧超音波の送信により気泡はほぼ完全に消滅する。続いて、高
音圧超音波の送信から低音圧超音波の送信に切り替えれば造影剤気泡の再環流の様子を観
察することができる。このような処理を繰り返し行なうスキャンシーケンスによって、低
音圧超音波の送信を基に画像生成回路２２によって生成される断面画像を用いて再環流現
象を繰り返し観察することが可能となる。
【００４２】
　ただし、これは気泡が関心領域に流入している時間帯を前提としている。もし投与後長
時間が経過し、再還流がほぼないような時間帯でスキャンシーケンスを行なうと、気泡は
速やかに消失し、再び上昇しない図３に示すようになる。
【００４３】
　（超音波診断装置１０による診断画像の生成・表示）
　超音波診断装置１０による診断画像（診断に有効な画像として装置側が積極的に表示す
る画像）の生成・表示の手法について説明する。
【００４４】
　撮影の前段操作において、高音圧超音波の送信を行なう送信音圧及び送信時間と、低音
圧超音波の送信を行なう送信音圧が任意の値に設定される。操作者によって高音圧超音波
の送信を指示する操作パネル１３上のボタン（Ｆｌａｓｈボタン）が押されることで、超
音波診断装置１０は低音圧超音波の送信から高音圧超音波の送信に切り換える。なお、高
音圧超音波の送信から低音圧超音波の送信への復帰は、予め操作者によって設定される時
間間隔で自動的に行なわれるようになっている。
【００４５】
　次に、高音圧超音波の送信から低音圧超音波の送信に復帰後のエコー信号を基に、画像
生成回路２２は、以下のような画像処理を行なう。すなわち、画像生成回路２２は、高音
圧超音波の送信から低音圧超音波の送信に復帰直後の図２（ａ）に示すフレームＦ１から
フレームＦＭ（Ｍ：正の整数）までに関するエコー信号を基にＭ枚の再環流画像群Ｒ１，
…，ＲＭを生成する。また、画像生成回路２２は、Ｍ枚の再環流画像群Ｒ１，…，ＲＭに
対して輝度値（エコー信号強度）保持演算を実行する。演算結果として生成される基準画
像Ｂは第１色相にＲＧＢ変換され、ディスプレイ１４に表示される。なお、Ｍ＝１、つま
りフレームＦ１のみに関するエコー信号を基に基準画像Ｂを生成する場合、画像生成回路
２２による輝度値保持演算の実行は必要なく、フレームＦ１に関する再環流画像Ｒ１が基
準画像Ｂとなる。さらに、Ｍ枚の再環流画像群Ｒ１，…，ＲＭのうち、フレームＦＭに関
する再環流画像ＲＭを基準画像としてもよい。ここで、Ｍを任意の値としたのは、低音圧
超音波の送信に復帰直後の送信音圧が不安定である場合、複数のフレームを利用すること
で基準画像が平均的な輝度となるからである。なお、第１色相としては、後述する輝度値
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保持画像中の基準画像部分の視認性が確保できるような視覚的強度の低い色相、例えば青
色（（Ｒ，Ｇ，Ｂ）＝（０，０，輝度値／０．１１４５））が望ましい。
【００４６】
　次に、フレームＦＭ＋ｎ（図２（ａ）に示すフレームＦＭ＋１，…，ＦＭ＋Ｎ）に関す
るエコー信号を基に逐次生成される再環流画像ＲＭ＋ｎ（再環流画像ＲＭ＋１，…，ＲＭ

＋Ｎ）を基に、輝度値保持画像ＨＭ＋ｎが生成される。具体的には、フレームＦＭ＋１に
関するエコー信号を基に生成される再環流画像ＲＭ＋１と基準画像Ｂとに対して画素毎に
輝度値保持演算を実行し、基準画像Ｂの輝度値が大きい画素が第１色相のままで、再環流
画像ＲＭ＋１の輝度値が大きい画素が第２色相で表される輝度値保持画像ＨＭ＋１が生成
される。
【００４７】
　すなわち、基準画像Ｂ中の明るい輝度領域が存在する場合、それを超えるような信号レ
ベルの気泡が再還流しない限り、その領域には再環流画像ＲＭ＋ｎは重畳されないことに
なる。基準画像Ｂは主に組織の残存から成り、再環流画像ＲＭ＋ｎは再還流する気泡から
成るため輝度値保持演算の実行によって、両者の識別が容易となる。ここで、第２色相と
しては、第１色相とは異なる色相、例えばグレースケールが望ましい。
【００４８】
　ここで、再還流画像ＲＭ＋ｎの生成後に実行される輝度値保持演算について説明する。
再還流画像ＲＭ＋ｎの生成後に実行される輝度値保持演算とは、空間的に対応する輝度値
のうち最大値Ｐｍａｘ（ｘ，ｙ）を選択して新たな輝度値保持画像ＨＭ＋ｎを生成する演
算である。すなわち、最新の再環流画像ＲＭ＋ｎの各座標のピクセル輝度をＰＲＭ＋ｎ（
ｘ，ｙ）、基準画像Ｂの各座標のピクセル輝度をＰＢ（ｘ，ｙ）とし、次の条件式（１）
を用いて輝度値保持画像ＨＭ＋ｎの各座標のピクセル輝度ＰＨＭ＋ｎ（ｘ，ｙ）を逐次演
算する。  
　　［数１］
　　If　　PRM+n(x,y)>PB(x,y)
　　Then　PHM+n(x,y）=PRM+n(x,y)
　　Else　PHM+n(x,y）=PB(x,y)　　　　　　　　　　　　　　　　　　…（１）
【００４９】
　当該アルゴリズムは、最新の再環流画像ＲＭ＋ｎを基準画像Ｂと比較して大きな輝度値
を有する画素のみ、その輝度値を更新して輝度値保持画像ＨＭ＋ｎを生成するというもの
である。
【００５０】
　ここで、ピクセル輝度とは、基準画像Ｂが有するエコー信号に基づくものであり、色相
が変化しても色相とは別に保持するようになっている。これによって、第１色相と第２色
相も信号レベルでの比較が可能となる。
【００５１】
　また、再環流画像ＲＭ＋ｎを用いて輝度値保持演算を行なう場合、再環流画像ＲＭ＋ｎ

の直前の再環流画像ＲＭ＋ｎ－１の各座標のピクセル輝度をＰＲＭ＋ｎ－１（ｘ，ｙ）と
し、次の条件式（２）を用いて輝度値保持画像ＨＭ＋ｎの各座標のピクセル輝度ＰＨＭ＋

ｎ（ｘ，ｙ）を逐次演算してもよい。  
　　［数２］
　　If　　PRM+n(x,y)<PB(x,y)
　　Then　PHM+n(x,y)=PB(x,y)
　　If　　PRM+n(x,y)>PB(x,y)　and　If　PRM+n(x,y)>PRM+n-1(x,y)
　　Then　PHM+n(x,y)=PRM+n(x,y)
　　Else　PHM+n(x,y)=PRM+n-1(x,y)　　　　　　　　　　　　　　　　　…（２）
【００５２】
　なお、前述の条件式（１），（２）のように、単純なピクセル輝度の比較方式であると
、輝度値の時間的上昇変化が微小又は無い場合、外来ノイズによってたまたま出現する輝
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度レベルによって、表示画像が更新されてしまう場合も起こり得る。これを防止するため
に、条件式（１）を変形した条件式（３）、又は、条件式（２）を変形した条件式（４）
を用いてもよい。  
　　［数３］
　　If　　PRM+n(x,y)>PB(x,y)+K　（K：任意に定める係数）
　　Then　PHM+n(x,y)=PRM+n(x,y)
　　Else　PHM+n(x,y)=PB(x,y)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 …（３）
　　［数４］
　　If　　PRM+n(x,y)<PB(x,y)+K
　　Then　PHM+n(x,y)=PB(x,y)
　　If　　PRM+n(x,y)>PB(x,y)+K　and　If　PRM+n(x,y)>PRM+n-1(x,y)+K
　　Then　PHM+n(x,y)=PRM+n(x,y)
　　Else　PHM+n(x,y)=PRM+n-1(x,y)　　　　　　　　　　　　　　　　　…（４）
【００５３】
　なお、前述の条件式（１），（３）を用いて再環流画像ＲＭ＋ｎの輝度値ＰＲＭ＋ｎ（
ｘ，ｙ）が基準画像Ｂの輝度値ＰＢ（ｘ，ｙ）（＋Ｋ）より大きい場合に、輝度値保持画
像ＨＭ＋ｎを、再環流画像ＲＭ＋ｎから基準画像Ｂの信号レベルを差分した輝度値として
再構成してもよい。また、前述の条件式（２），（４）を用いて再環流画像ＲＭ＋ｎの輝
度値ＰＲＭ＋ｎ（ｘ，ｙ）が基準画像Ｂの輝度値ＰＢ（ｘ，ｙ）（＋Ｋ）より大きく、か
つ、直前の再環流画像ＲＭ＋ｎ－１の輝度値ＰＲＭ＋ｎ－１（ｘ，ｙ）（＋Ｋ）より大き
い場合に、輝度値保持画像ＨＭ＋ｎを、再環流画像ＲＭ＋ｎから基準画像Ｂ又は再環流画
像ＲＭ＋ｎ－１の信号レベルを差分した輝度値として再構成してもよい。このような差分
信号を使用して輝度値保持画像ＨＭ＋ｎを生成して表示することで、輝度値の純粋な増加
分が異なる明るさとなってディスプレイ１４上に表現されることになる。なお、これらの
画像再構成を行なう際に予想される生体臓器及び超音波プローブ１１のぶれに対して、既
述の動き補正の技術（特許文献３）も適用可能となっている。
【００５４】
　（超音波診断装置１０の処理により生成される画像の詳細）
　超音波診断装置１０で得られる再環流画像には、以下の利点がある。すなわち、図２（
ａ）に示すフレームＦＭに関する再環流画像ＲＭまでは、造影剤の流入がほとんど無く理
想的には無信号（黒）である。したがって、再環流画像ＲＭまでに現れる輝度情報は、残
存する組織エコーであると考えられ、第１色相でディスプレイ１４上に表示されることに
なる。
【００５５】
　また、図２（ａ）に示すフレームＦＭ＋ｎに関する再環流画像ＲＭ＋ｎ上に現れる信号
輝度は、造影剤の流入を示す。再環流画像ＲＭ＋ｎが、例えばグレースケールで基準画像
Ｂに重畳されれば、色相によって組織信号との区別が明瞭となる。また、予め輝度情報を
呈している組織部分であっても、そこに造影剤が流入すればエコー信号は相対的に上昇す
るため、第１色相から第２色相へと徐々に変化していくように表示される。このようにし
て、造影イメージング画像中に組織信号が残存している場合でも、組織と造影剤の信号を
容易に識別することが可能となる。
【００５６】
　続いて、第１実施形態の超音波診断装置１０の動作について、図４に示すフローチャー
トを用いて説明する。
【００５７】
　操作パネル１３のＦｌａｓｈボタンが押されるまでは、超音波診断装置１０は、通常の
造影モードにて低音圧超音波の送信による断面画像の生成・表示が行なわれる（ステップ
Ｓ１）。また、超音波診断装置１０における高音圧超音波の送信及び低音圧超音波の送信
の具体値は、予め操作者によって設定することが可能である。
【００５８】
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　次いで、操作者によって操作パネル１３のＦｌａｓｈボタンが押されたか否かが判断さ
れる（ステップＳ２）。ステップＳ２の判断によってＹＥＳ、すなわち、Ｆｌａｓｈボタ
ンが押されたと判断される場合、低音圧超音波の送信から高音圧超音波の送信に切り換わ
る（ステップＳ３）。ステップＳ３によって高音圧超音波の送信に切り換わることで、ス
キャン断面内のマイクロバブルが消去する。一方、ステップＳ２の判断によってＮＯ、す
なわち、Ｆｌａｓｈボタンが押されていないと判断される場合、次のフレームについてス
テップＳ１による断面画像の生成・表示を行なう。
【００５９】
　ステップＳ３に続いて、操作者によって予め設定される高音圧超音波の送信の時間（例
えば、１０フレーム分）が経過すると、ステップＳ３による高音圧超音波の送信から低音
圧超音波の送信に切り換わり（ステップＳ４）、画像生成回路２２によってマイクロバブ
ルの再還流画像が生成される。ここで、ステップＳ４による低音圧超音波の送信によって
、基準画像生成用の再環流画像ＲＭが生成されたか否かが判断される（ステップＳ５）。
ステップＳ５の判断によってＹＥＳ、すなわち、再環流画像ＲＭが生成されたと判断され
る場合、再環流画像ＲＭまでを基に基準画像Ｂが生成され、その基準画像Ｂが第１色相で
表示される（ステップＳ６）。一方、ステップＳ５の判断によってＮＯ、すなわち、再環
流画像ＲＭが生成されていないと判断される場合、次のフレームについてステップＳ４に
よる低音圧超音波の送信を行なう。
【００６０】
　ステップＳ６に続いて、低音圧超音波の送信が行なわれる（ステップＳ７）。そして、
フレームＦＭ＋ｎに関する再環流画像ＲＭ＋ｎを基に輝度値保持画像ＨＭ＋ｎが生成され
、輝度値保持画像ＨＭ＋ｎの基準画像Ｂ部分が第１色相で、再環流画像ＲＭ＋ｎ部分が第
２色相で表示される（ステップＳ８）。
【００６１】
　ここで、操作者によって操作パネル１３のＦｒｅｅｚｅ（停止）ボタンが押されたか否
かが判断される（ステップＳ９）。ステップＳ９の判断によってＹＥＳ、すなわち、Ｆｒ
ｅｅｚｅボタンが押されたと判断される場合、低音圧超音波の送信を終了し、最終の輝度
値保持画像が静止画像として表示されているままとなる。一方、ステップＳ９の判断によ
ってＮＯ、すなわち、Ｆｒｅｅｚｅボタンが押されていないと判断される場合、ステップ
Ｓ７による低音圧超音波の送信を行なう。
【００６２】
　第１実施形態の超音波診断装置１０によると、微細な血管分枝レベルの診断情報が有効
、かつ、迅速に描出された画像を表示できるので、診断者による超音波診断が正確に精度
よく実施できる。
【００６３】
（第２実施形態）
　第２実施形態の超音波診断装置１０Ａの構成は、図１に示す第１実施形態の超音波診断
装置１０と同様であるので説明を省略する。また、超音波診断装置１０Ａで実行されるパ
ルスシーケンスは、図２（ａ）と同様である。
【００６４】
　超音波診断装置１０Ａでは、操作パネル１３のＦｌａｓｈボタンが押され高音圧超音波
の送信に切り換わる際、高音圧超音波の送信に切り換わる直前の図２（ａ）に示すフレー
ムＦＭ＋Ｎに関する再環流画像ＲＭ＋Ｎが、キャプチャーとしてディスプレイ１４上に表
示される。さらに、低音圧超音波の送信に復帰した直後の図２（ａ）に示すフレームＦ１

に関する再環流画像Ｒ１が、キャプチャーとしてディスプレイ１４上に表示される。通常
、高音圧超音波の送信の腫瘍時間は０．１秒から数秒程度であるので、再環流画像ＲＭ＋

Ｎ，Ｒ１は、ほぼ瞬時に生成・表示できる。なお、再環流画像ＲＭ＋Ｎ，Ｒ１は、ディス
プレイ１４上に並列に表示されることが望ましい。
【００６５】
　さらに、並列表示される再環流画像ＲＭ＋Ｎ，Ｒ１に関連して種々の信号値を計測し、



(12) JP 2010-11976 A 2010.1.21

10

20

30

40

50

再環流画像ＲＭ＋Ｎ，Ｒ１と共に表示することもできる。
【００６６】
　図５は、再環流画像ＲＭ＋Ｎ，Ｒ１の輝度値計測の第１例を説明するための図である。
【００６７】
　図５に示すように、操作パネル１３を用いる操作者によって再環流画像ＲＭ＋Ｎ，Ｒ１

上にＲＯＩが設定されると、ＲＯＩ内の平均輝度値がそれぞれ計算され、再環流画像ＲＭ

＋Ｎ，Ｒ１上等に計算結果としての平均信号値［ｄＢ］が表示される。この際、ＲＯＩは
再環流画像ＲＭ＋Ｎ，Ｒ１の両方の同じ位置に表示され、大きさ及び位置が連動するよう
になっている。再環流画像ＲＭ＋Ｎ，Ｒ１は、厳密には異なる取得時間であるが、通常そ
の時間間隔は短いため、ほぼ同じ断面を描出していると考えられる。ＲＯＩの連動により
、空間的に対応するＲＯＩの比較が容易となる。なお、ＲＯＩは２個（１組）に限らず複
数組の設定が可能となっている。
【００６８】
　図６（ａ），（ｂ）は、再環流画像ＲＭ＋Ｎ，Ｒ１の輝度値計測の第２例を説明するた
めの図である。
【００６９】
　図６（ａ）に示すように、操作パネル１３を用いる操作者によって再環流画像ＲＭ＋Ｎ

，Ｒ１上に、線上又は帯状のＲＯＩが設定されると、各深度の信号値が計算される。なお
、図６（ｂ）は、各深度の輝度値をグラフとして示している。
【００７０】
　高音圧超音波の送信によってマイクロバブルは消失するが、生体臓器中の音波は深部に
到達するに従い減衰が大きくなる。よって、減衰が十分大きくなったある深度以降は、マ
イクロバブルが消失しないという現象が起こる。図６（ｂ）に示すグラフをディスプレイ
１４上に表示することで、診断者は、マイクロバブル消失限界深度Ｄを簡便に認識するこ
とができる。
【００７１】
　また、「再環流画像ＲＭ＋Ｎの輝度値」－「再環流画像Ｒ１の輝度値」である輝度値差
分画像を生成してディスプレイ１４上に表示することも可能である。第１実施形態で説明
したように、再環流画像Ｒ１に含まれるエコー信号は組織からのエコー信号の残存である
ので、再環流画像Ｒ１を再環流画像ＲＭ＋Ｎから差分することで、組織信号を除去したバ
ブル由来のエコー信号のみを画像化することが可能となる。
【００７２】
　加えて、輝度値差分画像と再環流画像Ｒ１を、それぞれ異なる色相で重畳表示すること
も可能である。例えば、再環流画像Ｒ１の画像の色相を第１色相、例えば青色で、輝度値
差分画像を第２色相、例えばグレースケールで表示する。
【００７３】
　ここで、輝度値差分画像の中から高音圧超音波の送信によって造影剤バブルが消失した
領域を検出する手段（図示しない）をさらに有してもよい。その場合、ディスプレイ１４
上には、検出される領域が数値又は色相によって識別可能に表示される。
【００７４】
　第２実施形態の超音波診断装置１０Ａによると、微細な血管分枝レベルの診断情報が有
効、かつ、迅速に描出された画像を表示できるので、診断者による超音波診断が正確に精
度よく実施できる。
【００７５】
　なお、本発明は、超音波診断装置１０及び超音波診断装置１０Ａのそのままに限定され
るものではなく、実施段階ではその要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化で
きる。また、超音波診断装置１０及び超音波診断装置１０Ａで説明した複数の構成要素の
適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、全構成要素から幾つかの構
成要素を削除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせて
もよい。
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【図面の簡単な説明】
【００７６】
【図１】第１実施形態の超音波診断装置の構成を示す概略図。
【図２】（ａ）は、スキャンシーケンスの一例を示す図、（ｂ）は、造影剤バブル（気泡
）の数の時系列変化を示す図。
【図３】スキャンシーケンスの一例と、造影剤バブル（気泡）の数の時系列変化とを示す
図。
【図４】第１実施形態の超音波診断装置の動作を示すフローチャート。
【図５】再環流画像ＲＭ＋Ｎ，Ｒ１の輝度値計測の第１例を説明するための図。
【図６】（ａ），（ｂ）は、再環流画像ＲＭ＋Ｎ，Ｒ１の輝度値計測の第２例を説明する
ための図。
【符号の説明】
【００７７】
１０　超音波診断装置
１１　超音波プローブ
１２　装置本体
１３　操作パネル
１４　ディスプレイ
２２　画像生成回路

【図１】 【図２】

【図３】
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